
1/36 

○富士市空家等の適正管理に関する規則 

令和３年３月25日 

規則第13号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下

「法」という。）及び富士市空家等の適正管理に関する条例（令和３年富士市条例第18

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。 

（報告及び立入調査） 

第３条 法第９条第２項の規定により空家等の所有者等に空家等に関する事項を報告させ

る場合には、報告徴収書（第１号様式）により行うものとする。 

２ 前項の規定による報告は、報告書（第１号様式の２）により行うものとする。 

３ 法第９条第３項の規定による通知は、法第９条第３項の規定による立入調査実施通知書

（第２号様式）により行うものとする。 

４ 法第９条第４項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証（第３号様式）とする。 

（全部改正〔令和６年規則25号〕） 

（特定空家等の通知） 

第４条 市長は、空家等が特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の所在及び状

態、周辺の生活環境への影響並びに当該特定空家等の所有者等であることを、特定空家等

該当通知書（第４号様式）により当該特定空家等の所有者等に対し通知するものとする。

ただし、過失がなくて当該所有者等を確知できないときは、この限りでない。 

２ 前項の規定による通知を行った場合において、市長は、当該特定空家等の所有者等が除

却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じたこ

とにより特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認めるときは、遅滞なくその

旨を、特定空家等状態改善通知書（第５号様式）により当該所有者等に対し通知するもの

とする。 

（管理不全空家等の通知） 

第４条の２ 市長は、空家等が管理不全空家等であると認めるときは、当該管理不全空家等

の所在及び状態、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止する

ために必要な措置並びに当該管理不全空家等の所有者等であることを、管理不全空家等該
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当通知書（第５号様式の２）により当該管理不全空家等の所有者等に対し通知するものと

する。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知できないときは、この限りでない。 

２ 前項の規定による通知を行った場合において、市長は、当該管理不全空家等の所有者等

が修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなるこ

とを防止するために必要な具体的措置を講じたことにより管理不全空家等の状態が改善

され、管理不全空家等でないと認めるときは、遅滞なくその旨を、管理不全空家等状態改

善通知書（第５号様式の３）により当該所有者等に対し通知するものとする。 

（追加〔令和６年規則25号〕） 

（助言又は指導） 

第５条 法第22条第１項の規定による助言は、口頭又は文書により行うものとし、法第13

条第１項及び法第22条第１項の規定による指導は、指導書（第６号様式）により行うも

のとする。 

（一部改正〔令和６年規則25号〕） 

（勧告） 

第６条 法第13条第２項及び法第22条第２項の規定による勧告は、勧告書（第７号様式）

により行うものとする。 

（一部改正〔令和６年規則25号〕） 

（命令） 

第７条 法第22条第３項の規定による措置の命令は、措置命令書（第８号様式）により行

うものとする。 

２ 法第22条第４項の規定による措置の命令の事前通知は、措置命令に係る事前通知書（第

９号様式）により行うものとする。 

３ 法第22条第４項の規定による措置の命令の事前通知に係る意見書の提出は、措置命令

の事前通知に係る意見書（第10号様式）により行うものとする。 

４ 法第22条第５項の規定による意見の聴取の請求は、公開による意見聴取請求書（第11

号様式）により行うものとする。 

５ 法第22条第７項の規定による意見の聴取の通知は、公開による意見聴取実施通知書（第

12号様式）により行うものとする。 

（一部改正〔令和６年規則25号〕） 

（標識） 

第８条 法第22条第13項の規定による標識は、標識（第13号様式）とする。 
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（一部改正〔令和６年規則25号〕） 

（代執行） 

第９条 法第22条第９項の規定による行政代執行法（昭和23年法律第43号）に基づく行政

代執行（以下「代執行」という。）に係る同法第３条第１項の規定による戒告は、戒告書

（第14号様式）により行うものとする。 

２ 代執行に係る行政代執行法第３条第２項の規定による通知は、代執行令書（第15号様

式）により行うものとする。 

３ 代執行に係る行政代執行法第４条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべ

き証票は、執行責任者証（第16号様式）とする。 

４ 代執行に係る行政代執行法第５条の規定による費用の納付の命令は、代執行費用納付命

令書（第17号様式）により行うものとする。 

（一部改正〔令和６年規則25号〕） 

（略式代執行等） 

第10条 前条第３項の規定は、法第22条第10項及び第11項に規定する処分について準用す

る。 

２ 法第22条第10項の規定による公告は、市の掲示場への掲示、市のウェブサイトへの掲

載その他市長が必要と認める方法により行うものとする。 

（一部改正〔令和６年規則25号〕） 

（緊急安全措置） 

第11条 条例第９条第２項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書（第18号様式）

により行うものとする。 

２ 条例第９条第３項の規定により費用を徴収するときは、緊急安全措置費用請求書（第

19号様式）により当該特定空家等又は管理不全空家等の所有者等に請求するものとする。 

（一部改正〔令和６年規則25号〕） 

（空家等対策協議会の会長） 

第12条 条例第10条に規定する富士市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）に会

長を置く。 

２ 会長は市長をもって充てる。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がそ

の職務を代理する。 
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（一部改正〔令和６年規則25号〕） 

（協議会の会議） 

第13条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を

聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（協議会の庶務） 

第14条 協議会の庶務は、都市整備部住宅政策課において処理する。 

（委任） 

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年７月１日から施行する。 

（富士市空家等対策協議会規則の廃止） 

２ 富士市空家等対策協議会規則（平成30年富士市規則第30号）は、廃止する。 

附 則（令和６年３月29日規則第25号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



5/36 

 



6/36 

 



7/36 

 



8/36 

 



9/36 

 



10/36 

 



11/36 

 



12/36 

 



13/36 

 



14/36 

 



15/36 

 



16/36 

 



17/36 

 



18/36 

 



19/36 

 



20/36 

 



21/36 

 



22/36 

 



23/36 

 



24/36 

 



25/36 

 



26/36 

 



27/36 

 



28/36 

 



29/36 

 



30/36 

 



31/36 

 



32/36 

 



33/36 

 



34/36 

 



35/36 

第１号様式（第３条関係） 

（全部改正〔令和６年規則25号〕） 

第１号様式の２（第３条関係） 

（追加〔令和６年規則25号〕） 

第２号様式（第３条関係） 

（全部改正〔令和６年規則25号〕） 

第３号様式（第３条関係） 

（全部改正〔令和６年規則25号〕） 

第４号様式（第４条関係） 

（一部改正〔令和６年規則25号〕） 

第５号様式（第４条関係） 

第５号様式の２（第４条の２関係） 

（追加〔令和６年規則25号〕） 

第５号様式の３（第４条の２関係） 

（追加〔令和６年規則25号〕） 

第６号様式（第５条関係） 

（全部改正〔令和６年規則25号〕） 

第７号様式（第６条関係） 

（全部改正〔令和６年規則25号〕） 

第８号様式（第７条関係） 

（一部改正〔令和６年規則25号〕） 

第９号様式（第７条関係） 

（一部改正〔令和６年規則25号〕） 

第10号様式（第７条関係） 

第11号様式（第７条関係） 

（一部改正〔令和６年規則25号〕） 

第12号様式（第７条関係） 

（一部改正〔令和６年規則25号〕） 

第13号様式（第８条関係） 

（一部改正〔令和６年規則25号〕） 

第14号様式（第９条関係） 
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（一部改正〔令和６年規則25号〕） 

第15号様式（第９条関係） 

（一部改正〔令和６年規則25号〕） 

第16号様式（第９条関係） 

（一部改正〔令和６年規則25号〕） 

第17号様式（第９条関係） 

第18号様式（第11条関係） 

（一部改正〔令和６年規則25号〕） 

第19号様式（第11条関係） 

（一部改正〔令和６年規則25号〕） 

 


